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 動物をゆずり受けたい人
伝言板に掲示された「ゆずりたい動
物の所有者」と直接電話などにより
話し合いをしていただきます。

●	市役所本庁舎1階ロビー
●	御前崎支所1階（本年度から新規設置）

伝言板の利用における注意点
●	対象動物は、家庭で飼っている犬・
猫であり、営利目的の使用はできま
せん。

●	対象動物の譲渡は直接本人同士の話
し合いにより進めていきます。市お
よび動物保護協会は、金銭などのト
ラブルには一切介入しません。

伝言板の設置場所

「ポッチとニャンチの愛の伝言板」とは…
家庭で飼っている犬・猫をゆずりたい人と新しく飼
いたい人をつなぐ情報交換の場です。動物の生存の
機会を増やすとともに、終生飼養を確保することを
目的としています。
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「ポッチとニャンチの

愛の伝言板」を
利用してみませんか？

伝言板の利用方法

動物をゆずりたい人
掲載申請書と伝言板に掲示するものを照会先
に提出してください。

提 出 物
●	掲載申請書

●	里親探しの伝言票（掲示するもの）

●	ゆずりたい動物の写真
※	申請書および伝言票は市
ホームページからダウンロー
ドできます。右の二次元コー
ドを読み取ってください。

注 意 事 項
●	ゆずりたい動物の掲載は、1頭ごと伝言票に必
要事項を記入してください。

●	伝言票の掲示期間は1カ月です。
●	里親探しの伝言票は、独自の様式で作成して
いただいても構いません。その際、動物の種
類、毛色、年齢、性別、特徴（健康状態など）、
問い合わせ先（氏名・電話番号）、動物の写真
を記載・添付してください。
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